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◇大和高田市税賦課徴収条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

  地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、規定の整備を行うものです。 

２ 改正の内容 

  （１） 個人市民税関係 

   ア 所得税法における扶養控除の見直しに伴い、個人市民税に係る給与所得者及び公的年金

受給者が提出すべき扶養親族申告書の記載事項等について定めます。（第２８条の２、第

２８条の３関係） 

   イ 個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の対象とならない６５歳未満の公的年金等に

係る所得を有する給与所得者について、公的年金等に係る所得に係る所得割額を、給与所

得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して給与から特別徴収の方法により徴収す

ることができることとします。（第３６条、第３７条関係） 

   ウ 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置を創設しま

す。（附則第１８条の７関係） 

  （２） 法人市民税関係 

     資本に関係する取引等に係る税制として、清算所得課税等が廃止されることに伴い、関

連条項の整備を行います。（第９条、第１５条、第４０条、第４１条関係） 

  （３） 固定資産税関係 

     地方自治法の一部を改正する法律により、特別地方公共団体のうち、全部事務組合、役

場事務組合及び地方開発事業団が廃止されることに伴い、関連条項の整備を行います。

（第５２条関係） 

  （４） たばこ税関係 

     市たばこ税の税率の引上げを行います。（第８７条関係、附則第１６条の２関係） 

     ○旧３級品以外の製造たばこ 1,000 本につき 3,298 円⇒4,618 円 

     （１本当たり 1.32 円の税率引上げ） 

     ○旧３級品の製造たばこ   1,000 本につき 1,564 円⇒2,190 円 

     （１本当たり 0.62 円の税率引上げ） 

３ 施行期日 

  平成２２年６月１日。ただし、（１）アについては平成２３年１月１日、（１）イについては平

成２３年４月１日、（１）ウについては平成２５年１月１日、（２）及び（４）については平成２

２年１０月１日、（３）については地方自治法の一部を改正する法律（平成２２年法律第  号）

の施行の日 

◇大和高田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

  所得税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、規定の整備を行うものです。 

２ 改正の内容 

  「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」の題名が、

「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改められ

たことにより、引用する法律名とその略称を改めます。 

３ 施行期日 

  平成２２年６月１日 

◇大和高田市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

  平成２２年度から平成２４年度までの間、県営水道料金が引き下げられることに伴い、本市の

上水道料金（従量料金に限る。）についても同様の引下げを行うものです。 

２ 改正の内容 

  平成２２年６月分として調定すべき料金から平成２５年５月分として調定すべき料金までに 

公布された条例のあらまし 
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条例第１７号 

 大和高田市税賦課徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２２年５月１１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市税賦課徴収条例の一部を改正する条例 

大和高田市税賦課徴収条例（昭和２６年条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

第９条各号列記以外の部分中「第３２１条の８第２７項及び第２８項」を「第３２１条の８第２２

項及び第２３項」に改め、同条第２号中「、第５項又は第２４項」を「又は第１９項」に改め、同条

第３号中「第３２１条の８第２７項及び第２８項」を「第３２１条の８第２２項及び第２３項」に改

める。 

第１５条第３項中「同項第１号の２」を「同項第２号」に、「同項第１号の３」を「同項第３号」

に、「、同項第２号の均等割額の算定期間又は同項第３号」を「又は同項第４号」に改める。 

第２７条第１項中「様式第２３号（別表）」を「第５号の４様式（別表）」に改める。 

第２８条の次に次の２条を加える。 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書） 

第２８条の２ 所得税法第１９４条第１項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければなら

ない者（以下この条において「給与所得者」という。）で市内に住所を有するものは、当該申告書

の提出の際に経由すべき同項の給与等の支払者（以下この条において「給与支払者」という。）か

ら毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事

項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。 

（１） 当該給与支払者の氏名又は名称 

（２） 扶養親族の氏名 

（３） その他施行規則で定める事項 

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を提出した給与所得者で市内に住所を

有するものは、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、

前項又は法第３１７条の３の２第１項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払

を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、その異動の内容その他施行規則で定め

る事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。 

３ 前２項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受

理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。 

  掛かる従量料金について、６円の引下げを行います。 

３ 施行期日 

  公布の日（平成２２年５月１１日） 

◇大和高田市防災会議条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

  防災会議を構成する機関の区分による委員定数を改めるものです。 

２ 改正の内容 

  指定地方行政機関の職員「２人」→「１人」 

  指定公共機関又は指定地方公共機関の職員「５人」→「６人」 

３ 施行期日 

  公布の日（平成２２年５月１１日） 

条 例
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４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が所得

税法第１９８条第２項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、施行規則で

定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべ

き事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で

あって施行規則で定めるものをいう。次条第４項において同じ。）により提供することができる。 

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあ

るのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払

者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書） 

第２８条の３ 所得税法第２０３条の５第１項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければ

ならない者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）で市内に住所を有するものは、

当該申告書の提出の際に経由すべき同項の公的年金等の支払者（以下この条において「公的年金等

支払者」という。）から毎年最初に同項に規定する公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施

行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由

して、市長に提出しなければならない。 

（１） 当該公的年金等支払者の名称 

（２） 扶養親族の氏名  

（３） その他施行規則で定める事項 

２ 前項又は法第３１７条の３の３第１項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出す

る場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経

由して提出した前項又は法第３１７条の３の３第１項の規定による申告書に記載した事項と異動

がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第２０３条の５第２項に規

定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、施行規則で定めるところにより、前項又は法第

３１７条の３の３第１項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項

又は法第３１７条の３の３第１項の規定による申告書を提出することができる。 

３ 第１項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者

に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が所

得税法第２０３条の５第４項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、施行

規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告

書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあ

るのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公

的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。 

第３６条第２項中「及び公的年金等に係る所得」を削り、「前項の規定」を「同項の規定」に改め、

同条第３項中「及び公的年金等に係る所得」を削り、同条第５項を第６項とし、第４項を第５項とし、

第３項の次に次の１項を加える。 

４ 第１項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初

日において第３９条の２第１項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢６５歳以上の

者である場合における前２項の規定の適用については、これらの規定中「給与所得以外」とあるの

は、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。 

第３７条第１項中「前条第４項」を「前条第５項」に改める。 

第４０条第１項中「第５項、第２４項、第２７項及び第２８項」を「第１９項、第２２項及び第２

３項」に、「第５項、第２４項及び第２８項」を「第１９項及び第２３項」に、「同条第２７項」を「同

条第２２項」に改め、同条第２項中「第３２１条の８第２９項」を「第３２１条の８第２４項」に改
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め、同条第３項中「第３２１条の８第２７項」を「第３２１条の８第２２項」に、「同条第２６項」を

「同条第２１項」に、「、第５項又は第２４項」を「又は第１９項」に、「同条第２８項」を「同条第

２３項」に改め、同条第４項中「、第５項又は第２４項」を「又は第１９項」に、「同条第２７項」を

「同条第２２項」に、「第３２１条の８第２８項」を「第３２１条の８第２３項」に改める。 

第４１条第２項中「、第５項又は第２４項」を「又は第１９項」に、「同条第２８項」を「同条第

２３項」に、「、第４項又は第５項」を「又は第４項」に改め、同条第３項中「、第５項又は第２４項」

を「又は第１９項」に改める。 

第５２条第６項中「、地方開発事業団」を削る。 

第８７条中「３，２９８円」を「４，６１８円」に改める。 

附則第１６条の２第１項中「１，５６４円」を「２，１９０円」に改める。 

附則第１８条の７を次のように改める。 

（非課税口座内上場株式等の譲渡に係る市民税の所得計算の特例） 

第１８条の７ 市民税の所得割の納税義務者が、前年中に租税特別措置法第３７条の１４第５項第２

号に規定する非課税上場株式等管理契約（次項において「非課税上場株式等管理契約」という。）

に基づき同条第１項に規定する非課税口座内上場株式等（その者が２以上の同条第５項第１号に規

定する非課税口座（以下この条において「非課税口座」という。）を有する場合には、それぞれの

非課税口座に係る非課税口座内上場株式等。以下この条において同じ。）の譲渡をした場合には、

令附則第１８条の６の２第３項で定めるところにより、当該非課税口座内上場株式等の譲渡による

事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の同法第３

７条の１０第２項に規定する株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金

額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。 

２ 租税特別措置法第３７条の１４第４項各号に掲げる事由により、非課税口座からの非課税口座内

上場株式等の一部又は全部の払出し（振替によるものを含む。以下この項において同じ。）があっ

た場合には、当該払出しがあった非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、令

附則第１８条の６の２第２項で定める金額（以下この項において「払出し時の金額」という。）に

より非課税上場株式等管理契約に基づく譲渡があったものと、同法第３７条の１４第４項第１号に

掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあった非課税口座を開設し、

又は開設していた市民税の所得割の納税義務者については、当該移管、返還又は廃止による払出し

があった時に、その払出し時の金額をもって当該移管、返還又は廃止による払出しがあった非課税

口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の同法第３７条の

１１の３第２項に規定する上場株式等の取得をしたものとそれぞれみなして、前項及び附則第１８

条の２の規定その他のこの条例の規定を適用する。 

附則第１８条の１２第１項中「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に

関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」

に、「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同条第２項第３号、同条第３項及び

同条第５項第３号中「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同条第６項中「租

税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に、「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び

地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特

例等に関する法律」に改める。 

附則第１８条の１３第１項中「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２２年６月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

（１） 第９条各号列記以外の部分、第２号及び第３号、第１５条第３項、第４０条第１項から第
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４項まで、第４１条第２項及び第３項並びに第８７条の改正規定並びに附則第１６条の２第１項

の改正規定並びに次条第６項及び附則第４条の規定 平成２２年１０月１日 

 （２） 第２８条の次に２条を加える改正規定及び次条第２項から第４項までの規定 平成２３年

１月１日 

 （３） 第３６条第２項及び第３項の改正規定並びに同条第５項を第６項とし、第４項を第５項と

し、第３項の次に１項を加える改正規定並びに第３７条第１項の改正規定 平成２３年４月１日 

 （４） 附則第１８条の７の改正規定及び次条第５項の規定 平成２５年１月１日 

 （５） 第５２条第６項の改正規定 地方自治法の一部を改正する法律（平成２２年法律第 号）

の施行の日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、改正後の大和高田市税賦課徴収条例（以下「新条例」という。）

の規定中個人の市民税に関する部分は、平成２３年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、

平成２２年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第２８条の２の規定は、平成２３年１月１日以後に提出する同条第１項及び第２項に規定

する申告書について適用する。 

３ 新条例第２８条の３の規定は、平成２３年１月１日以後に提出する同条第１項に規定する申告書

について適用する。 

４ 平成２３年中に新条例第２８条の３第１項の規定による申告書を提出する場合においては、同条

第２項中「前項又は法第３１７条の３の３第１項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、

「所得税法等の一部を改正する法律（平成２２年法律第６号）第１条の規定による改正前の所得税

法第２０３条の５第１項の規定による申告書（同条第２項の規定により提出した同条第１項の規定

による申告書を含む。）に記載した事項のうち前項各号又は法第３１７条の３の３第１項各号に掲

げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。 

５ 新条例附則第１８条の７の規定は、平成２５年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。 

６ 新条例第９条、第１５条、第４０条及び第４１条の規定は、平成２２年１０月１日以後に解散（合

併による解散を除く。）が行われた場合における各事業年度分の法人の市民税及び各連結事業年度

分の法人の市民税について適用し、同日前に解散（合併による解散を除く。）が行われた場合にお

ける各事業年度分の法人の市民税及び各連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例

による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成２２年度以

後の年度分の固定資産税について適用し、平成２１年度分までの固定産税については、なお従前の

例による。 

 （市たばこ税に関する経過措置） 

第４条 平成２２年１０月１日（次項及び第３項において「指定日」という。）前に課した、又は課す

べきであった市たばこ税については、なお従前の例による。 

２ 指定日前に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４６５条第１項の売渡し又は同条第２項の

売渡し若しくは消費等（同法第４６９条第１項第１号及び第２号に規定する売渡しを除く。）が行

われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等（新条例第８４条第１項に規定す

る卸売販売業者等をいう。以下この項及び第６項において同じ。）又は小売販売業者がある場合に

おいて、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律（平成２２年法律第６号）附則第３９条第

１項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこ

の製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、こ

れらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ（これらの者が卸売販売業者等である場合には市

の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当
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該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。）を指定日に市の区域内に営

業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。こ

の場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、

次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。 

 （１） 製造たばこ（次号に掲げる製造たばこを除く。） １，０００本につき１，３２０円 

 （２） 新条例附則第１６条の２第１項に規定する紙巻たばこ １，０００本につき６２６円 

３ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改

正する省令（平成２２年総務省令第２７号）別記第２号様式による申告書を指定日から起算して１

月以内に市長に提出しなければならない。 

４ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成２３年３月３１日までに、その申告に係る税金を

地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。第６項において「施行規則」という。）第３４

号の２の５様式による納付書によって納付しなければならない。 

５ 第２項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新

条例第９条、第８６条第２項、第９０条第４項及び第５項並びに第９３条の規定を適用する。この

場合において、新条例第９条中「第９０条第１項若しくは第２項、」とあるのは「大和高田市税賦

課徴収条例の一部を改正する条例（平成２２年条例第 号。以下この条及び第２章第４節において

「平成２２年改正条例」という。）附則第４条第４項、」と、同条第２号及び第３号中「第９０条第

１項若しくは第２項」とあるのは「平成２２年改正条例附則第４条第３項」と、新条例第８６条第

２項中「前項」とあるのは「平成２２年改正条例附則第４条第２項」と、新条例第９０条第４項中

「施行規則第３４号の２様式又は第３４号の２の２様式」とあるのは「地方税法施行規則の一部を

改正する省令（平成２２年総務省令第２７号）別記第２号様式」と、同条第５項中「第１項又は第

２項」とあるのは「平成２２年改正条例附則第４条第４項」と、新条例第９３条第２項中「第９０

条第１項又は第２項」とあるのは「平成２２年改正条例附則第４条第４項」と読み替えるものとす

る。 

６ 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在

する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第２項の規定により市たばこ税を課された、又

は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第９１条

の規定に準じて、同条の規定により当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たば

こ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から

控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第

９０条第１項から第３項までの規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たば

この品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第１６号の５様式による書類を添付しな

ければならない。 

 

条例第１８号 

 大和高田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２２年５月１１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 大和高田市国民健康保険税条例（昭和３２年条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

 附則第１３項中「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」

を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に、「租税条

約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改める。 

 附則第１４項中「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に、「租税条約の実施に伴う

所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法
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人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成２２年６月１日から施行する。 

 

条例第１９号 

 大和高田市水道事業給水条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２２年５月１１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 大和高田市水道事業給水条例（昭和３３年条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

 附則に次の１項を加える。 

 （料金の特例） 

３ 平成２２年６月分として調定すべき料金から平成２５年５月分として調定すべき料金までに係る

第２９条の表の適用については、同表従量料金の欄中「１８０円」とあるのは「１７４円」と、「２

２０円」とあるのは「２１４円」と、「２６０円」とあるのは「２５４円」と、「３００円」とある

のは「２９４円」と、「３５０円」とあるのは「３４４円」と、「４１０円」とあるのは「４０４円」

と、「４８０円」とあるのは「４７４円」と、「２７０円」とあるのは「２６４円」と、「７５０円」

とあるのは「７４４円」とする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

条例第２０号 

 大和高田市防災会議条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２２年５月１１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市防災会議条例の一部を改正する条例 

 大和高田市防災会議条例（昭和３８年条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

第３条第６項中「それぞれ２人」を「それぞれ１人」に、「５人」を「６人」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

規則第４号 

 一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２２年３月１７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 一般職の職員の給与に関する条例施行規則（昭和３２年規則第１１号）の一部を次のように改正す

る。 

 第６条の２中「又は次項」を「、勤務時間等条例第８条の４第１項の規定により割り振られた勤務

時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項」に改める。 

 第２０条の３の次に次の１条を加える。 

 （教育職給料表（２）の適用範囲） 

第２０条の４ 条例別表第２イ教育職給料表（２）の備考（１）の市長が定めるものは、平成２２年

規 則
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３月３１日以前に採用された職員とする。 

 第２１条（見出しを含む。）中「教育職給料表（一）の備考（二）又は教育職給料表（二）の備考

（二）」を「教育職給料表（１）の備考（２）又は教育職給料表（２）の備考（２）」に改め、同条

第１号中「教育職給料表（一）」を「教育職給料表（１）」に改め、同条第２号中「教育職給料表（二）」

を「教育職給料表（２）」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

規則第１３号 

 大和高田市職員の職名等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２２年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市職員の職名等に関する規則の一部を改正する規則 

 大和高田市職員の職名等に関する規則（平成１９年規則第２２号）の一部を次のように改正する。 

 別表中「保健師」の次に「、助産師」を加え、「放射線技師」を「診療放射線技師」に改め、「臨

床検査技師」の次に「、臨床工学技士」を加え、「指圧師、診療録管理士」を「作業療法士、視能訓

練士、言語聴覚士、診療情報管理士」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

規則第１７号 

 職務の級別の分類の内容を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２２年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   職務の級別の分類の内容を定める規則の一部を改正する規則 

 職務の級別の分類の内容を定める規則（昭和４０年規則第３号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１中「課長又は参事」を「室長、課長、参事又は会計管理者」に、「、理事又は会計管理者」

を「又は理事」に改める。 

 別表第５中「主任放射線技師、主任マッサージ師又は主任臨床検査技師」を「主任診療放射線技師、

主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任視能訓練士、主任言

語聴覚士又は主任診療情報管理士」に改める。 

 別表第６中「又は看護師」を「、看護師又は助産師」に改め、「主任看護師」の次に「、主任助産

師」を加える。 

   附 則 

 この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

規則第１８号 

 一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２２年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則 

 一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則（昭和３３年規則第８号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別表第１（１）行政職給料表・初任給表の項中「１級 １７号給」を「１級 １５号給」に、「１

級 １３号給」を「１級 １１号給」に改め、同表（４）医療職給料表（１）・初任給表の項中「医
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大卒」を「大学６卒」に、「２級 １号給」を「２級 ４号給」に改め、同表（５）医療職給料表（２）・

初任給表の項を次のように改める。 

（５）医療職給料表（２）・初任給表 

職種 学歴・免許 初任給 

薬剤師 大学６卒 ２級 １７号給 

 大学卒 ２級 ９号給 

栄養士 大学卒 ２級 ９号給 

 短大卒 １級 １７号給 

診療放射線技師 大学卒 ２級 ９号給 

臨床検査技師 短大３卒 ２級 ５号給 

臨床工学技士    

理学療法士    

作業療法士    

視能訓練士    

言語聴覚士    

診療情報管理士 短大卒 １級 １３号給 

 別表第１（６）医療職給料表(３)・初任給表の項中 

「 

 を 

」 

「 

 

 

 

 に改める。 

 

 

                                   」 

   附 則 

 この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

規則第１９号 

 中小企業債務保証料の補給に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２２年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   中小企業債務保証料の補給に関する規則の一部を改正する規則 

 中小企業債務保証料の補給に関する規則（昭和３９年規則第１５号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「損失補償契約（以下「補償契約」という。）に基づき、本市内の中小企業者の債務保証

に係る保証料（以下「保証料」という。）を補給し」を「損失補償契約に基づき金融機関から融資を

受けた中小企業者に対し、予算の範囲内で債務保証料に係る補給金（以下「補給金」という。）を交

付することにより」に改める。 

 第２条第１項中「保証料の補給（以下「補給金」という。）」を「補給金の交付」に、「中小企業

信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）第２条に定めるもの」を「中小企業者」に、「受けた者」

を「受けたもの」に改め、同条第２項中「もの」を「者」に、「保証料を補給」を「補給金を交付」

に改める。 

 第４条の見出しを「（補給金の額）」に改め、同条中「当該保証料として」を「債務保証料として

看護師 短大３卒 ２級 １３号給 

  短大卒 ２級 ９号給 

助産師 大学卒 ２級 ２１号給 

 短大３卒 ２級 １７号給 

 短大２卒 ２級 １３号給 

看護師 大学卒 ２級 １７号給 

 短大３卒 ２級 １３号給 

  短大２卒 ２級 ９号給 
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保証協会に」に改め、後段を削る。 

 第５条第２項中「保証協会の債務保証の決定通知に基づき当該申請人に補給金を交付する旨を通知

しなければならない」を「補給金を交付することが適当であると認めたときは、その旨を申請者に通

知するものとする」に改める。 

 第７条中「保証協会は、」の次に「市と締結した融資保証に関する覚書に基づき、」を加え、「保

証料として補給金の支払を受けようとするときは、毎月２０日までにその前月分を」を「補給金につ

いて、」に改める。 

 第８条中「完了し、かつ、補給金の全額を収納したとき」を「完了したとき」に改め、同条第３号

を次のように改める。 

 （３） 完了年月日 

 第８条第４号から第６号までを削る。 

 別記様式を次のように改める。 

別記様式（第５条関係） 

債務保証料補給申請書 

    年  月  日 

大和高田市長   殿 

申請者 住所 大和高田市          

氏名             印  

 奈良県信用保証協会の信用保証決定に基づき、次のとおり債務保証料の補給を申請します。 

保  証  金  額                   円 

融  資  月  数                月 

保証協会受付番号 

保 証 料 率 

   附 則 

 この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

規則第２６号 

 大和高田市健康診査等負担金徴収規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２２年５月２４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市健康診査等負担金徴収規則の一部を改正する規則 

 大和高田市健康診査等負担金徴収規則（平成１７年規則第１８号）の一部を次のように改正する。 

 附則第２項（見出しを含む。）中「平成２１年度」を「平成２２年度」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、平成２２年４月１日から適用する。 

 

 

 

訓令第６号 

 大和高田市公募型補助金審査選考委員会設置要綱を次のように定める。 

  平成２２年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市公募型補助金審査選考委員会設置要綱 

 （設置） 

訓 令 
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第１条 大和高田市商都たかだ活性化事業補助金及び大和高田市元気な地域づくり事業補助金（以下

「公募型補助金」という。）の補助対象事業の審査及び選考を行い、補助金交付の可否と補助金額

について市長に報告するため、大和高田市公募型補助金審査選考委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。 

 （１） 公募型補助金の制度に関すること。 

 （２） 公募型補助金交付の指針及び審査基準の検討に関すること。 

 （３） 公募型補助金の交付対象事業の選考に関すること。 

 （４） 前３号に掲げるもののほか、公募型補助金の適正化に関すること。 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は副市長、副委員長はまちづくり振興室長をもって充てる。 

３ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

 （１） 市民部長 

 （２） 企画政策部長 

 （３） 財務部長 

 （４） 福祉部長 

 （５） 環境建設部長 

 （６） 公募によって委嘱する市民（以下「公募委員」という。） ２名以内 

 （公募委員の任期） 

第４条 公募委員の任期は、委嘱の日から２年とする。ただし、公募委員が欠けた場合の補欠委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところに

よる。 

４ 委員会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明若しくは意見

を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。 

 （会議の公開） 

第７条 委員会の会議は、公開とする。 

 （庶務） 

第８条 委員会の庶務は、まちづくり振興室自治振興課において処理する。 

 （委任） 

第９条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って

定める。 

   附 則 

 この告示は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

訓令第７号 
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 大和高田市立病院職員被服貸与規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  平成２２年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市立病院職員被服貸与規程の一部を改正する訓令 

 大和高田市立病院職員被服貸与規程（平成１７年訓令第５号）の一部を次のように改正する。 

 別表中「放射線技師」を「診療放射線技師」に、「指圧師」を「作業療法士」に改め、「視能訓練

士」の次に「、診療情報管理士」を加える。 

   附 則 

 この訓令は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

訓令第８号 

 大和高田市住宅管理法的措置検討委員会設置要綱の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  平成２２年５月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市住宅管理法的措置検討委員会設置要綱の一部を改正する訓令 

 大和高田市住宅管理法的措置検討委員会設置要綱（平成２１年訓令第８号）の一部を次のように改

正する。 

 第４条中第１０号を第１１号とし、第５号から第９号までを１号ずつ繰り下げ、第４号の次に次の

１号を加える。 

 （５） 財務部長 

   附 則 

 この訓令は、告示の日から施行する。 

 

訓令第９号 

 大和高田市住民情報システム等再構築推進委員会設置要綱を次のように定める。 

  平成２２年５月１２日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市住民情報システム等再構築推進委員会設置要綱 

 （設置） 

第１条 行財政改革及び情報化事業適正化の一環として、住民情報システム、財務会計システムその

他の事務処理システム（以下「住民情報システム等」という。）を再構築するに当たり必要な事項

を調査及び審議し、その結果を市長に報告するため、大和高田市住民情報システム等再構築推進委

員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。 

（１） 住民情報システム等の再構築時に必要な事項の調査及び審議に関する事項 

（２） その他住民情報システム等を再構築するために市長が必要と認める事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。 

３ 副委員長は、企画政策部長の職にある者をもって充てる。 

４ 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、委員長が必要と認めるときは、委員

以外のものを委員とすることができる。 

５ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

６ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務
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を代理する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、住民情報システム等の再構築が終了する日までとする。 

 （会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

３ 委員会は、会議のため必要があると認めるときは、関係職員その他関係人を出席させ、当該職員

等に対して意見を徴し、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 （庶務） 

第６条 委員会の庶務は、企画政策部広報情報課において処理する。 

 （委任） 

第７条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って

定める。 

   附 則 

 この訓令は、平成２２年５月１７日から施行する。 

別表（第３条関係） 

企画法制課長、人事課長、財政課長、財産管理課長、税務課長、収納対策課長、市民 

課長、産業振興課長、社会福祉課長、保護課長、児童福祉課長、保育課長、健康増進 

課長、介護保険課長、地域包括支援課長、保険医療課長、建築住宅課長、環境衛生課 

長、下水道課長、会計課長、学校教育課長、生涯学習課長、水道総務課長及び水道工 

務課長 

 

訓令第１０号 

 大和高田市事務の相互援助の手続等に関する規程を次のように定める。 

  平成２２年５月２７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市事務の相互援助の手続等に関する規程 

 （趣旨） 

第１条 この訓令は、効率的な行政運営に資するため、大和高田市行政組織規則（平成２０年規則第

３号。以下「行政組織規則」という。）第２０条に規定する事務の相互援助（以下「事務援助」と

いう。）に関する手続等について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

 （１） 部長 大和高田市行政組織条例（平成１９年条例第２９号）第２条に規定する内部組織の

長をいう。 

（２） 室長 行政組織規則第３条第１項の表に規定する室（クリーンセンターを含む。）の長を

いう。 

（３） 課長 行政組織規則第３条第１項の表に規定する課及び大和高田市立病院事業の設置等に

関する条例施行規則（平成１７年規則第１９号）第３条第３項に規定する課の長をいう。 

 （事務援助の手続） 

第３条 室長又は課長は、緊急を要する事務で分掌事務が繁忙であるとき若しくは重要又は異例な事

務であり当該室又は課のみによる対応が困難であると認めるときは、事務援助申出書（様式第１号。

以下「申出書」という。）に所定の事項を記入し、所属部長に申し出ることができる。 
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２ 前項の規定による申出を受けた部長は、事務援助の必要があると認めるときは、部内の課長と協

議し、事務援助させる職員（以下「援助職員」という。）に事務援助を命ずるものとする。ただし、

部外の事務援助が必要な場合においては、部長は、申出書に所定の事項を記入し、企画政策部長に

申し出るものとする。 

３ 前項ただし書の規定による申出を受けた企画政策部長は、事務援助の必要があると認めるときは、

他部の部長と協議し、援助職員が所属する部の部長が当該援助職員に事務援助を命ずるものとする。 

４ 前２項の規定による事務援助を命じた部長は、事務援助通知書（様式第２号）を援助職員に交付

するものとする。 

 （事務援助上の職務命令） 

第４条 援助職員は、事務援助先の事務に従事している間は、当該事務援助先の室長又は課長の指揮

監督を受けるものとする。 

 （事務援助の期間） 

第５条 事務援助の期間は、原則として３月以内とする。 

 （報告） 

第６条 第３条の規定により事務援助を受けた室長又は課長は、事務援助協議決定報告書（様式第３

号）を企画政策部長に提出しなければならない。 

 （事務援助の内容変更） 

第７条 事務援助の内容に変更が生じた場合は、第３条及び前条の規定を準用し、変更の手続を行う

ものとする。 

 （他の任命権者の事務部局における事務のへの従事） 

第８条 職員の事務援助を異なる任命権者の事務部局間において実施する手続等については、この訓

令に準じて行うものとする。 

 （補則） 

第９条 この訓令に定めるもののほか、事務援助に関し必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 この訓令は、告示の日から施行する。 

様式第１号（第３条関係） 

事務援助申出書 

    年  月  日

      部長 殿 

 （企画政策部長 殿） 

    課長（室長）

                             （     部長） 

申出課（室） 
 

希望人数 
 

希望職種 
 

申出理由及び主

な事務の内容等 

 

期間 年  月  日から    年  月  日まで（ 日間） 
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形態 １日単位 ・ 半日単位 ・ 時間単位 ・ 時間外のみ 

備考 
 

様式第２号（第３条関係）  

事務援助通知書 

    年  月  日

所属名 

職名 

氏名 

部長

       部      課に下記のとおり事務援助を命ずる。 

記 

１ 期間     年  月  日から    年  月  日まで（  日間） 

２ 形態  １日単位 ・ 半日単位 ・ 時間単位 ・ 時間外のみ 

３ 事務の内容等 

 

 

 

 

４ 備考 

 

 

様式第３号（第６条関係） 

事務援助協議決定報告書 

    年  月  日

企画政策部長 殿 

課（室）長

１ 援助職員 

   所属名         職名      氏名 

   所属名         職名      氏名 

   所属名         職名      氏名 

   所属名         職名      氏名 

   所属名         職名      氏名 

２ 期間     年  月  日から    年  月  日まで（  日間） 

３ 形態  １日単位 ・ 半日単位 ・ 時間単位 ・ 時間外のみ 

４ 事務の内容等 

 

 

 

 

５ 協議事項 

 

 

 

 

 

告示第４７号 

告 示 
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 大和高田市商都たかだ活性化事業補助金交付要綱を次のように定める。 

  平成２２年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市商都たかだ活性化事業補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、人々が集いにぎわう個性的で魅力ある商店街を創出するため又は地域の特性を

生かした新しい地場産業の振興を図るために、自らの創意工夫によるソフト事業に取り組む市内の

団体等に対し、予算の範囲内で商都たかだ活性化事業補助金（以下「補助金」という。）を交付す

ることについて、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この告示において「団体等」とは、次に掲げるものをいう。 

 （１） 商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）第２条に規定する商店街振興組合 

 （２） 一定の地域において、小売業、卸売業又はサービス業を営む者が集団を形成し、共同事業

等の事業活動を行う任意組織団体で、市長が認めるもの 

 （３） 中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）第３条第１項第１号に規

定する事業協同組合 

 （４） 商工会議所法（昭和２８年法律第１４３号）第２条に規定する商工会議所 

 （５） 農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）に規定する農業協同組合及び農業協同組合

連合会 

 （６） 前各号に掲げるもののほか、商店街の活性化又は地場産業の振興を図るためのソフト事業

を行おうとする組合及び団体で、市長が認めるもの 

 （補助対象事業等） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「対象事業」という。）は、団体等が補助金を申請する

年度内に行う事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

 （１） 賑わい創出事業 

 （２） コミュニティ連携事業 

 （３） 文化創出・情報発信事業 

 （４） 環境問題・高齢社会対応事業 

 （５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 

２ 前項の規定にかかわらず、補助金を申請する年度において、国又は地方公共団体から補助又は助

成を受けている事業は、対象事業から除くものとする。 

３ 同一の対象事業に対する補助金の交付は、１年度限りとする。ただし、翌年度以降に継続して行

われる同一の対象事業であって、前年度に比して創意工夫が生かされたと市長が認めるものについ

ては、更に２年度を限度として対象事業とすることができる。 

 （補助対象経費） 

第４条 補助の対象となる経費は、事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費（以下「事業

費」という。）とする。ただし、事業費の額の合計額が３０万円未満のものについては、補助の対象

としない。 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、事業費の額の合計額の３分の２以内とし、５０万円を限度とする。 

２ 前項の規定により算出された補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨

てるものとする。 

 （対象事業の公募） 

第６条 市長は、別に定める商都たかだ活性化事業募集要領（以下「募集要領」という。）により期間

を定めて対象事業を募集するものとする。 
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 （対象事業の応募） 

第７条 対象事業の募集に応じようとする団体等の代表者は、商都たかだ活性化事業応募書兼補助金

交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 （１） 事業実施計画書（様式第２号） 

 （２） 収支予算書（様式第３号） 

 （３） 補助対象経費明細書（様式第４号） 

 （４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定により応募できる事業は、１の団体等につき１事業とする。 

 （選考方法及び審査） 

第８条 市長は、前条の規定による応募があった対象事業について、募集要領に定める選考方法によ

り大和高田市公募型補助金審査選考委員会（大和高田市公募型補助金審査選考委員会設置要綱（平

成２２年訓令第６号）第１条に規定する委員会をいう。以下「選考委員会」という。）の審査に付す

ものとする。 

２ 選考委員会は、募集要領に定める基準により審査を行い、その審査結果を取りまとめ、市長に報

告するものとする。 

 （補助事業及び補助金の交付決定等） 

第９条 市長は、第７条の規定により提出された申請書等の書類及び前条第２項の規定により報告さ

れた審査結果を精査し、応募があった対象事業について補助事業として補助金を交付するか否かを

決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは商都たかだ活性化事業補助金交付決定

通知書（様式第５号）により、補助金の不交付を決定したときは商都たかだ活性化事業補助金不交

付決定通知書（様式第６号）により当該応募を行った団体等の代表者に通知するものとする。 

３ 市長は、補助金の交付決定に際し、補助事業の適正な執行のため必要があると認めるときは、条

件を付すことができる。 

 （応募内容の変更） 

第１０条 補助事業として補助金の交付決定を受けた団体等（以下「補助団体」という。）の代表者は、

当該補助事業の内容を変更する必要が生じた場合は、速やかに商都たかだ活性化事業変更承認申請

書（様式第７号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、軽微な

変更を除き、既に提出している第７条に規定する書類のうち、当該変更に係る書類を再度提出しな

ければならない。 

２ 前項の承認は、選考審査会の審査を経て行うものとする。 

３ 前条第２項の規定は、第１項の承認の通知について準用する。 

 （実績報告等） 

第１１条 補助団体の代表者は、当該補助事業が完了したときは、速やかに商都たかだ活性化事業実

績報告書（様式第８号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 （１） 収支報告書（様式第９号） 

 （２） 事業実績調書（様式第１０号） 

 （３） 補助事業の実施に係る記録写真、資料等 

 （４） 領収書等の写し 

 （５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 市長は、補助事業の実施成果について、当該補助団体に対して報告を求めることができる。 

 （補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、前条第１項の報告書等の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査により、補

助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するか否かを調査し、適合すると認めたときは、交

付すべき補助金の額を確定し、商都たかだ活性化事業補助金確定通知書（様式第１１号）により、
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速やかに補助団体の代表者に通知するものとする。 

 （補助金の交付請求） 

第１３条 前条の規定による通知を受けた補助団体の代表者が補助金の交付を受けようとするときは、

商都高田活性化事業補助金交付請求書（様式第１２号）を市長に提出しなければならない。 

 （補助金の交付決定の取消し） 

第１４条 市長は、補助団体が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、補助金の交付決

定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 （１） 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

 （２） 補助金の交付決定の内容又はこの告示の規定に違反したとき。 

 （３） 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

 （４） 補助事業を中止又は廃止したとき。 

 （５） 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 

２ 前項の規定は、第１２条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用する。 

３ 第９条第２項の規定は、第１項の取消しの通知について準用する。 

 （補助金の返還） 

第１５条 市長は、前条第１項又は第２項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、

当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該補助団体に対して返還を

命ずるものとする。 

 （書類の整備等） 

第１６条 補助団体の代表者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、

当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了する日の属する会計年度の翌会計年度

から５年間保管しなければならない。 

 （補助金交付規則の適用） 

第１７条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付その他の手続及びこれらに係る様式について

は、大和高田市補助金交付規則（平成１２年規則第５１号）の定めるところによる。 

 （補則） 

第１８条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 この告示は、平成２２年４月１日から施行する。 

別表 

区分 内容 

需用費 消耗品、教材、資料、装飾材料等（備品に該当するものを除く。）の購入

旅費 交通費等 

委託料 装飾委託、デザイン委託、企画委託、会場設営委託、警備等 

賃金 アルバイト賃金 

報償費 講師謝金、出演料、講演料、原稿料等 

印刷製本費 ちらし・ポスター・パンフレットの印刷、商店街等の地図、サービス券の

印刷、参加申込書の印刷等 

燃料費 ガソリン代等 

光熱水費 事業実施に伴う電気、水道、ガス代等 

医薬材料費 医薬品代等 

通信運搬費 事業に必要な電話代及びプロバイダー利用料 

郵便、宅配便等の運搬用費用 

使用料及び賃借料 会場借上げ、設備賃借、車両借上げ 

保険料 ボランティア保険、行事保険料等 
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雑費 支払手数料及び振込手数料 

様式第１号（第７条関係） 

商都たかだ活性化事業応募書兼補助金交付申請書 

年  月  日 

 大和高田市長 殿 

所在地 

団体名 

代表者名               印 

 （担当者名        ） 

電話番号 

 商都たかだ活性化事業の応募及び補助金の交付について、下記のとおり申請します。 

記 

１ 応募する対象事業の名称                       

２ 交付申請額                     円 

３ 関係書類 

 （１） 事業実施計画書（様式第２号） 

（２） 収支予算書（様式第３号） 

（３） 補助対象経費明細書（様式第４号） 

（４） その他市長が必要と認める書類 

     （                                ） 

（注） この申請書及び添付する関係書類は、すべて片面印刷・Ａ４版サイズで提出すること。 

様式第２号（第７条関係） 

事業実施計画書 

団体名  

事業の目的 
 

事業の名称 
 

事業の内容 
 

実施（予定）日時 年  月  日（ ）     時  分から 

実施場所 
 

方策（周知方法等） 

 

規模（参加予定人数） 
 

期待される事業による

効果 
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様式第３号（第７条関係） 

収支予算書 

収入・支出 

科   目 

前年度決算額 

ａ 

本年度予算額 

ｂ 

比 較 増 減 

ａ－ｂ 
説明 

収入科目 円 円 円  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

収入合計     

支出科目 円 円 円  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

支出合計     

（注） 事業の運営に係る経費について記載すること。 

様式第４号（第７条関係） 

補助対象経費明細書 

 項目 予算額 備考 

  円  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 （注） 補助対象経費について記載すること。 

様式第５号（第９条関係） 

商都たかだ活性化事業補助金交付決定通知書 
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第   号 

年  月  日 

        様 

大和高田市長            印  

     年  月  日付けで申請のあった商都たかだ活性化事業の応募及び補助金の交付につい

ては、下記のとおり、応募された事業を補助事業と決定し、補助金を交付することとしたので、通知

します。 

記 

１ 補助事業の名称                       

２ 交付金額                    円 

３ 交付の条件等 

 （１） 補助金を補助事業以外の用途に使用しないこと。 

 （２） 補助事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書を提出すること。 

 （３） 事業実績報告書を基に精算した結果、補助金の交付決定の一部又は全部を取り消し、補助

金の返還を求めることがあります。 

  （４） 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、

当該取消しに係る部分に関し、既に交付した補助金がある場合には、その返還をしていただきま

す。 

（５） 事業完了後、補助事業の実施成果についての報告を求めることがあります。 

様式第６号（第９条関係） 

商都たかだ活性化事業補助金不交付決定通知書 

第   号 

年  月  日 

        様 

大和高田市長            印 

     年  月  日付けで申請のあった商都たかだ活性化事業の応募及び補助金の交付につい

ては、下記の理由により不交付と決定したので、通知します。 

記 

１ 補助事業の名称                       

２ 交付申請金額                  円 

３ 不交付の理由 

様式第７号（第１０条関係） 

商都たかだ活性化事業変更承認申請書 

年  月  日 

 大和高田市長 殿 

所在地 

団体名 

代表者名               印 

 先に申請しました商都たかだ活性化事業補助金の交付について、下記のとおり変更したいので、申

請します。 

記 

１ 補助事業の名称                       

２ 変更の理由 

 

３ 変更の日     年  月  日 
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４ 変更の内容 

変更後の内容 変更前の内容 

  

  ※必要に応じて関係書類を添付してください。 

様式第８号（第１１条関係） 

商都たかだ活性化事業実績報告書 

 大和高田市長 殿 

所在地 

団体名 

代表者名               印 

 補助事業の実績について、下記のとおり報告します。 

記 

１ 補助事業の名称                       

２ 交付決定額                   円 

３ 事業完了日       年  月  日 

４ 関係書類 

（１） 収支報告書（様式第９号） 

（２） 事業実績調書（様式第１０号） 

（３） 補助事業の実施に係る記録写真、資料等 

（４） 領収書等の写し 

（５） その他市長が必要と認める書類 

     （                               ） 

様式第９号（第１１条関係） 

収支報告書 

収入・支出 

科   目 

本年度予算額 

ａ 

本年度決算（見

込）額 

ｂ 

比 較 増 減 

ａ－ｂ 説明 

収入科目 円 円 円  

     

     

     

     

     

     

     

     

収入合計     

支出科目 円 円 円  

     

     

     

     

     

     

     

     

支出合計     
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（注） 補助事業の運営に係る経費について記載すること。 

様式第１０号（第１１条関係） 

事業実績調書 

団体名 
 

補助事業の名称 
 

実施日時     年  月  日（ ）     時  分から 

実施場所 
 

方策（周知方法等） 

 

規模（参加人数） 
 

補助事業による成果・効

果 

 

様式第１１号（第１２条関係） 

商都たかだ活性化事業補助金確定通知書 

第   号 

年  月  日 

        様 

大和高田市長            印 

     年  月  日付けで実績報告のあった補助事業については、下記のとおり補助金の額を

確定したので、通知します。 

記 

１ 補助事業の名称                       

２ 補助金確定額                  円 

様式第１２号（第１３条関係） 

商都たかだ活性化事業補助金交付請求書 

 大和高田市長 殿 

所在地 

団体名 

代表者名               印 

下記のとおり、商都たかだ活性化事業補助金の交付を請求します。 

記 

１ 補助事業の名称                       

２ 交付請求額                 円 

３ 振込先 

金融機関名・支店名  

口座種別・口座番号 普通・当座  

フリガナ  

口座名義人  
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告示第４８号 

 大和高田市元気な地域づくり事業補助金交付要綱を次のように定める。 

  平成２２年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市元気な地域づくり事業補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、地域の特性を生かし、元気でにぎわいのある個性的で魅力ある地域づくりを推

進するために自らの創意工夫によるソフト事業に取り組む市内の団体等に対し、予算の範囲内で元

気な地域づくり事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、必要な事項を定

めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この告示において「団体等」とは、次に掲げるものをいう。 

 （１） 認可地縁団体（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項に規定する

団体をいう。） 

 （２） 一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された自治会等の住民自治組織 

 （３） 前２号に掲げるもののほか、地域の活性化を推進するためのソフト事業を行おうとする団

体又は組織で、市長が認めるもの 

 （補助対象事業等） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「対象事業」という。）は、団体等が補助金を申請する

年度内に行う事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

 （１） コミュニティ連携事業 

 （２） 地域資源活用事業 

 （３） 環境保全推進事業 

 （４） 文化創出・情報発信事業 

 （５） 地域保健福祉・高齢社会対応事業 

 （６） 地域課題研究事業 

 （７） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 

２ 前項の規定にかかわらず、補助金を申請する年度において、国又は地方公共団体から補助又は助

成を受けている事業は、対象事業から除くものとする。 

３ 同一の対象事業に対する補助金の交付は、１年度限りとする。ただし、翌年度以降に継続して行

われる同一の対象事業であって、前年度に比して創意工夫が生かされたと市長が認めるものについ

ては、更に２年度を限度として対象事業とすることができる。 

 （補助対象経費） 

第４条 補助の対象となる経費は、対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費（以下「事

業費」という。）とする。ただし、事業費の額の合計額が１５万円未満のものについては、補助の対

象としない。 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、事業費の額の合計額の３分の２以内とし、２０万円を限度とする。 

２ 前項の規定により算出された補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨

てるものとする。 

 （対象事業の公募） 

第６条 市長は、別に定める元気な地域づくり事業募集要領（以下「募集要領」という。）により期間

を定めて対象事業を募集するものとする。 

 （対象事業の応募） 

第７条 対象事業の募集に応じようとする団体等の代表者は、元気な地域づくり事業応募書兼補助金
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交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 （１） 事業実施計画書（様式第２号） 

 （２） 収支予算書（様式第３号） 

 （３） 補助対象経費明細書（様式第４号） 

 （４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定により応募できる事業は、１の団体等につき１事業とする。 

 （選考方法及び審査） 

第８条 市長は、前条の規定による応募があった対象事業について、募集要領に定める選考方法によ

り大和高田市公募型補助金審査選考委員会（大和高田市公募型補助金審査選考委員会設置要綱（平

成２２年訓令第６号）第１条に規定する委員会をいう。以下「選考委員会」という。）の審査に付す

ものとする。 

２ 選考委員会は、募集要領に定める基準により審査を行い、その審査結果を取りまとめ、市長に報

告するものとする。 

 （補助事業及び補助金の交付決定等） 

第９条 市長は、第７条の規定により提出された申請書等の書類及び前条第２項の規定により報告さ

れた審査結果を精査し、応募があった対象事業について補助事業として補助金を交付するか否かを

決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは元気な地域づくり事業補助金交付決定

通知書（様式第５号）により、補助金の不交付を決定したときは元気な地域づくり事業補助金不交

付決定通知書（様式第６号）により当該応募を行った団体等の代表者に通知するものとする。 

３ 市長は、補助金の交付決定に際し、補助事業の適正な執行のため必要があると認めるときは、条

件を付すことができる。 

 （応募内容の変更） 

第１０条 補助事業として補助金の交付決定を受けた団体等（以下「補助団体」という。）の代表者は、

当該補助事業の内容を変更する必要が生じた場合は、速やかに元気な地域づくり事業変更承認申請

書（様式第７号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、軽微な

変更を除き、既に提出している第７条に規定する書類のうち、当該変更に係る書類を再度提出しな

ければならない。 

２ 前項の承認は、選考審査会の審査を経て行うものとする。 

３ 前条第２項の規定は、第１項の承認の通知について準用する。 

 （実績報告等） 

第１１条 補助団体の代表者は、当該補助事業が完了したときは、速やかに元気な地域づくり事業実

績報告書（様式第８号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 （１） 収支報告書（様式第９号） 

 （２） 事業実績調書（様式第１０号） 

 （３） 補助事業の実施に係る記録写真、資料等 

 （４） 領収書等の写し 

 （５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 市長は、補助事業の実施成果について、当該補助団体に対して報告を求めることができる。 

 （補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、前条第１項の報告書等の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査により、補

助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するか否かを調査し、適合すると認めたときは、交

付すべき補助金の額を確定し、元気な地域づくり事業補助金確定通知書（様式第１１号）により、

速やかに補助団体の代表者に通知するものとする。 

 （補助金の交付請求） 
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第１３条 前条の規定による通知を受けた補助団体の代表者が補助金の交付を受けようとするときは、

元気な地域づくり事業補助金交付請求書（様式第１２号）を市長に提出しなければならない 

 （補助金の交付決定の取消し） 

第１４条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は

一部を取り消すことができる。 

 （１） 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

 （２） 補助金の交付決定の内容又はこの告示の規定に違反したとき。 

 （３） 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

 （４） 補助事業を中止又は廃止したとき。 

 （５） 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 

２ 前項の規定は、第１２条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用する。 

３ 第９条第２項の規定は、第１項の取消しの通知について準用する。 

 （補助金の返還） 

第１５条 市長は、前条第１項又は第２項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、

当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該補助団体に対して返還を

命ずるものとする。 

 （書類の整備等） 

第１６条 補助団体の代表者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、

当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了する日の属する会計年度の翌会計年度

から５年間保管しなければならない。 

 （補助金交付規則の適用） 

第１７条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付その他の手続及びこれらに係る様式について

は、大和高田市補助金交付規則（平成１２年規則第５１号）の定めるところによる。 

 （補則） 

第１８条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 この告示は、平成２２年４月１日から施行する。 

別表 

区分 内容 

需用費 消耗品、教材、資料、装飾材料等（備品に該当するものを除く。）の購入

旅費 交通費、宿泊費等 

委託料 装飾委託、デザイン委託、企画委託、会場設営委託、警備等 

賃金 アルバイト賃金 

報償費 講師謝金、出演料、講演料、原稿料等 

印刷製本費 ちらし・ポスター・パンフレットの印刷、近隣の地図、イベント券の印刷、

機関誌・会報の印刷、参加申込書の印刷等 

燃料費 ガソリン代等 

光熱水費 事業実施に伴う電気、水道、ガス代等 

医薬材料費 医薬品代等 

通信運搬費 事業に必要な電話代及びプロバイダー利用料 

郵便、宅配便等の運搬用費用 

使用料及び賃借料 会場借上げ、設備賃借、車両借上げ 

保険料 ボランティア保険、行事保険料等 

雑費 支払手数料及び振込手数料 

 



平成２２年６月１０日（木）       大 和 高 田 市 公 報             第２５７号 

 29

様式第１号（第７条関係） 

元気な地域づくり事業応募書兼補助金交付申請書 

年  月  日 

 大和高田市長 殿 

所在地 

団体名 

代表者名               印 

 （担当者名        ） 

電話番号 

  元気な地域づくり事業の応募及び補助金の交付について、下記のとおり申請します。 

記 

１ 応募する補助事業の名称                       

２ 交付申請額                     円 

３ 関係書類 

 （１） 事業実施計画書（様式第２号） 

（２） 収支予算書（様式第３号） 

（３） 補助対象経費明細書（様式第４号） 

（４） その他市長が必要と認める書類 

     （                               ） 

（注） この申請書及び添付する関係書類は、すべて片面印刷・Ａ４版サイズで提出すること。 

様式第２号（第７条関係） 

事業実施計画書 

団体名 
 

事業の目的 
 

事業の名称 
 

事業の内容 
 

実施（予定）日時 年  月  日（ ）     時  分から 

実施場所 
 

方策（周知方法等） 

 

規模（参加予定人数） 
 

期待される事業による

効果 
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様式第３号（第７条関係） 

収支予算書 

収入・支出 

科   目 

前年度決算額 

ａ 

本年度予算額 

ｂ 

比 較 増 減 

ａ－ｂ 
説明 

収入科目 円 円 円  

     

     

     

     

     

     

     

     

収入合計     

支出科目 円 円 円  

     

     

     

     

     

     

     

     

支出合計     

（注） 事業の運営に係る経費について記載すること。 

様式第４号（第７条関係） 

補助対象経費明細書 

 項目 予算額 備考 

  円  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 （注） 補助対象経費について記載すること。 

様式第５号（第９条関係） 

元気な地域づくり事業補助金交付決定通知書 

第   号 

年  月  日 
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        様 

大和高田市長            印 

     年  月  日付けで申請のあった元気な地域づくり事業の応募及び補助金の交付につい

ては、下記のとおり、応募された事業を補助事業と決定し、補助金を交付することとしたので、通知

します。 

記 

１ 補助事業の名称                       

２ 交付金額                    円 

３ 交付の条件等 

 （１） 補助金を補助事業以外の用途に使用しないこと。 

 （２） 補助事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書を提出すること。 

 （３） 事業実績報告書を基に精算した結果、補助金の交付決定の一部又は全部を取り消し、補

助金の返還を求めることがあります。 

（４） 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消

し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付した補助金がある場合には、その返還をしていた

だきます。 

（５） 事業完了後、補助事業の実施成果についての報告を求めることがあります。 

様式第６号（第９条関係） 

元気な地域づくり事業補助金不交付決定通知書 

第   号 

年  月  日 

        様 

大和高田市長            印 

     年  月  日付けで申請のあった元気な地域づくり事業の応募及び補助金の交付につい

ては、下記の理由により不交付と決定したので、通知します。 

記 

１ 補助事業の名称                       

２ 交付申請金額                  円 

３ 不交付の理由 

様式第７号（第１０条関係） 

元気な地域づくり事業変更承認申請書 

年  月  日 

 大和高田市長 殿 

所在地 

団体名 

代表者名               印 

 

 先に申請しました元気な地域づくり事業補助金の交付について、下記のとおり変更したいので、

申請します。 

記 

１ 補助事業の名称                       

２ 変更の理由 

 

３ 変更の日     年  月  日 

４ 変更の内容 
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変更後の内容 変更前の内容 

  

  ※必要に応じて関係書類を添付してください。 

様式第８号（第１１条関係） 

元気な地域づくり事業実績報告書 

 大和高田市長 殿 

所在地 

団体名 

代表者名               印 

 補助事業の実績について、下記のとおり報告します。 

記 

１ 補助事業の名称                       

２ 交付決定額                   円 

３ 事業完了日       年  月  日 

４ 関係書類 

（１） 収支報告書（様式第９号） 

（２） 事業実績調書（様式第１０号） 

（３） 補助事業の実施に係る記録写真、資料等 

（４） 領収書等の写し 

（５） その他市長が必要と認める書類 

     （                               ） 

様式第９号（第１１条関係） 

収支報告書 

収入・支出 

科   目 

本年度予算額 

ａ 

本年度決算（見

込）額 

ｂ 

比 較 増 減 

ａ－ｂ 説明 

収入科目 円 円 円  

     

     

     

     

     

     

     

     

収入合計     

支出科目 円 円 円  

     

     

     

     

     

     

     

     

支出合計     

（注） 補助事業の運営に係る経費について記載すること。 
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様式第１０号（第１１条関係） 

事業実績調書 

団体名  

補助事業の名称  

実施日時     年  月  日（ ）     時  分から 

実施場所 
 

方策（周知方法等） 

 

規模（参加人数） 
 

補助事業による成果・効

果 

 

様式第１１号（第１２条関係） 

元気な地域づくり事業補助金確定通知書 

第   号 

年  月  日 

        様 

大和高田市長            印 

     年  月  日付けで実績報告のあった補助事業については、下記のとおり補助金の額を

確定したので、通知します。 

記 

１ 補助事業の名称                       

２ 補助金確定額                  円 

様式第１２号（第１３条関係） 

元気な地域づくり事業補助金交付請求書 

 大和高田市長 殿 

所在地 

団体名 

代表者名               印 

下記のとおり、元気な地域づくり事業補助金の交付を請求します。 

記 

１ 補助事業の名称                       

２ 交付請求額                   円 

３ 振込先 

金融機関名・支店名  

口座種別・口座番号 普通・当座  

フリガナ  

口座名義人  

 

告示第４９号 
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 大和高田市定額給付金給付事業実施要綱を廃止する告示を次のように定める。 

  平成２２年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市定額給付金給付事業実施要綱を廃止する告示 

 大和高田市定額給付金給付事業実施要綱（平成２１年告示第１９号）は、廃止する。 

   附 則 

 この告示は、告示の日から施行する。 

 

告示第５０号 

 大和高田市子育て応援特別手当支給事業実施要綱を廃止する告示を次のように定める。 

  平成２２年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市子育て応援特別手当支給事業実施要綱を廃止する告示 

 大和高田市子育て応援特別手当支給事業実施要綱（平成２１年告示第２０号）は、廃止する。 

   附 則 

 この告示は、告示の日から施行する。 

 

告示第５１号 

 大和高田市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱を次のように定める。 

  平成２２年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、生後４月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提

供並びに支援の必要な家庭に対する助言及びサービス提供を行う乳児家庭全戸訪問事業（以下「事

業」という。）を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。 

 （対象家庭） 

第２条 事業の対象家庭は、本市に住所を有する家庭で、生後４月までの乳児のいるすべての家庭と

する。ただし、生後２８日以内の新生児については、母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第

１１条に定める事業を優先するものとする。 

 （事業内容） 

第３条 事業の実施内容は、次に掲げるとおりとする。 

 （１） 育児に対する不安や悩みの傾聴及び相談 

 （２） 子育て支援に関する情報提供 

 （３） 乳児及び保護者の心身の様子及び養育環境の把握 

 （４） 支援が必要な対象家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整 

 （訪問従事者） 

第４条 事業において対象家庭を訪問する者（以下「訪問従事者」という。）は、保健師、助産師、

看護師等から市長が委嘱する。 

２ 訪問従事者の委嘱期間は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

 （訪問時期） 

第５条 訪問の時期は、対象家庭の乳児が生後４月を迎えるまでの間とする。ただし、対象家庭の都

合等により生後４月を経過した後に訪問せざるを得ない場合は、この限りでない。 

 （訪問従事者の遵守事項） 

第６条 訪問従事者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 
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 （１） 訪問の際は、市の発行する身分証明書（様式第１号）を携行すること。 

 （２） 対象家庭において万一事故が発生した場合は、その状況を直ちに市長へ報告すること。 

 （３） 対象家庭の身上及び家庭に関して、業務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らさな

いこと。訪問従事者の職を退いた後も、同様とする。 

 （報告等） 

第７条 訪問従事者は、対象家庭を訪問したときは、訪問記録票（様式第２号）により、その内容を

速やかに市長に報告するとともに、乳児家庭全戸訪問事業実施報告書（様式第３号）を翌月の１０

日までに市長に提出するものとする。 

 （ケース対応会議） 

第８条 訪問により支援が必要と認められた家庭に対しては、個別ケースごとに訪問従事者、市担当

者、その他関係者によるケース対応会議を開催し、適切なサービスに結びつけるものとする。 

 （報償費の支払） 

第９条 市長は、第７条の報告書を受理したときは、その内容を確認の上、訪問従事者に対し、報償

費を支払うものとする。 

２ 報償費の額は、対象家庭の親子１組につき３，５００円とする。ただし、多胎の場合は、乳児１

人につき、３，５００円を加算するものとする。 

 （補則） 

第１０条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 この告示は、平成２２年４月１日から施行する。 

様式第１号（第６条関係） 

（表） 

第   号

身 分 証 明 書 

住  所             

氏  名             

生年月日      年  月  日

 上記の者は、乳児家庭の訪問従事者であることを証明する。 

      年  月  日交付 

大和高田市長          印  

 委嘱期間      年  月  日から 

           年  月  日まで 

（裏） 

注 意 事 項 

１ 乳児家庭を訪問する際には、この証明書を携帯すること。 

２ 関係人の請求があったときには、この証明書を提示すること。 

３ 本証は、他人に貸与又は譲渡してはならない。 

４ 本証を紛失、汚損又は破損したときは、直ちに届け出て、再発行を受けること。 

５ 訪問中に事故が発生した場合は、下記まで報告すること。 

大和高田市     部    課

℡：０７４５－２２－１１０１ 

様式第２号（第７条関係） 

訪問記録票 

訪問日     年  月  日 訪問従事者氏名  

ふりがな 

乳児氏名 

 

 
男・女

     年  月  日生  

第  子（生後  か月  日） 
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母親氏名  父親氏名  

住所 大和高田市 

電話番号（昼間に連絡が取れるもの）  

訪問先 自宅 ・ その他（     ） 

※その他の場合  ・住所 大和高田市  

         ・電話番号  

面接場所 居室 ・ 玄関先 ・ その他（        ） 

面接者 乳児 ・ 母 ・ 父 ・ 兄弟姉妹 ・ 祖父（ 父方 ・ 母方 ） 

祖母（ 父方 ・ 母方 ） ・ その他（        ） 

家族構成 母 ・ 父 ・ 兄弟姉妹（  人） ・ 祖父（ 父方 ・ 母方 ） ・ 

祖母（ 父方 ・ 母方 ） ・ その他（  ）    合計   人  

母親の就労 無 ・ 有（ 産休中 ・ 育休中 ） 

 

【心身の健康状態】 

  良い ・ ふつう ・ 悪い（            ） 

【育児協力者】 

  無 ・ 有（夫・実母・実父・義母・義父・その他（     ）） 

【相談相手】 

  無 ・ 有（             ） 

【育児不安】 

  無 ・ やや有 ・ 強い（             ） 

【以下の症状の有無】 

 ① 何をするにもおっくうで、食べる量も減っている。 

          いいえ・はい（             ） 

 ② 不眠が続く  いいえ・はい（             ） 

 ③ はっきりした理由もないのに、憂うつな気分が続く。 

          いいえ・はい（             ） 

 ④ 子どもに愛情がわかず、世話ができない。 

          いいえ・はい（             ） 

母親 

備考 
 

（裏面有り）
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【出生時の状況（在胎週数：  週）】 

・体重   ｇ・身長    ｃｍ・胸囲   ｃｍ・頭囲   ｃｍ 

・出生時の異常     無 ・ 有（               ） 

【現在の状況】 

・体重   ｇ 

・現在治療中の病気   無 ・ 有（               ） 

・機嫌  良い ・ ふつう ・ 悪い 

・栄養  母乳（  回／日）  

 （よく飲む ・ ふつう ・ 少しずつ飲む ・ あまり飲まない ・ 飲まない） 

     ミルク（   ｍｌ×  回／日） 

 （よく飲む ・ ふつう ・ 少しずつ飲む ・ あまり飲まない ・ 飲まない） 

・排便（  回／  日） 

・皮膚  きれい ・ ふつう ・ 湿疹有（          ） 

乳児 

備考 
 

・清潔面の問題     無 ・ 有（               ） 

・家族関係の問題    無 ・ 有（               ） 

その他 

備考 
 

今後の相談や支援の希望の有無     無 ・ 有 
結果が良好

又は順調以

外の場合 
保健センター等関係機関に訪問記録の内容を 

１ 伝えてもよい。 

２ 伝えてほしくない。 

 

１．育児不安 ２．養育者の体調不良 ３．育児方法 ４．育てにくさ 

５．兄弟姉妹との関係 ６．家庭環境 ７．経済面 ８．その他（    ） 

面接者から

の相談内容 

（具体的に） 

 

訪問従事者

の所感 

 

結果 □ 良好・順調 

□ 要支援 

□ その他（                     ） 

結果が要支援の場合の支援方法

（※保健センター記入欄） 
乳児訪問 ・ 電話 ・ ４か月児健診 ・ その他（  ） 

結果がその他の場合の支援方法 

（※家庭児童相談室記入欄） 
 

（表面有り） 
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様式第３号（第７条関係） 

乳児家庭全戸訪問事業実施報告書 

    年  月  日 

大和高田市長     殿 

報告者 住所                  

氏名              印   

 乳児家庭に対する訪問を下記のとおり実施しましたので、報告します。 

記 

     年   月訪問分 

訪問日 乳児氏名 住所 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

告示第５２号 

 旧被扶養者に係る国民健康保険税減免取扱要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

平成２２年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   旧被扶養者に係る国民健康保険税減免取扱要綱の一部を改正する告示 

 旧被扶養者に係る国民健康保険税減免取扱要綱の一部を改正する告示（平成２０年告示第３２－２

号）の一部を次のように改正する。 

 第１条及び第２条中「要綱」を「告示」に改める。 

 第４条第２項中「前２項」を「前項」に、「２年を経過するまで」を「当分の間」に改める。 

 第５条中「要綱」を「告示」に改める。 

   附 則 

 この告示は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

告示第７６号 

 平成２２年国勢調査大和高田市実施本部設置要綱を次のように定める。 

  平成２２年４月３０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   平成２２年国勢調査大和高田市実施本部設置要綱 
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 （趣旨） 

第１条 平成２２年国勢調査（以下「国勢調査」という。）の実施に当たり、円滑かつ効率的な調査実

施体制を整え、国勢調査に万全を期するため、平成２２年国勢調査大和高田市実施本部（以下「実

施本部」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 実施本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

 （１） 国勢調査の実施に係る企画及び進行に関すること。 

 （２） 国勢調査の実施に係る広報及び啓発に関すること。 

 （３） 関係機関との緊密な連携を図り、国勢調査を適正かつ迅速に実施すること。 

 （４） 前３号に掲げるもののほか、国勢調査の実施について必要なこと。 

 （組織） 

第３条 実施本部は、次に掲げる者をもって組織する。 

 （１） 本部長 

 （２） 副本部長 

 （３） 参与 

２ 本部長は、副市長の職にある者をもって充てる。 

３ 副本部長は、市民部長の職にある者をもって充てる。 

４ 参与は、次に掲げる職にある者をもって充てる。 

 （１） 企画法制課長 

 （２） 広報情報課長 

 （３） 人事課長 

 （４） 財政課長 

 （５） 財産管理課長 

 （６） 自治振興課長 

 （実施本部の職務） 

第４条 本部長は、市長の命を受けて実施本部の事務を統括し、副本部長及び参与を指揮監督する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

３ 参与は、本部長の命を受けて、国勢調査の円滑な推進を図る。 

 （事務局） 

第５条 実施本部の事務を処理するため、実施本部に事務局を置く。 

２ 事務局に総務企画班及び指導実査班を置き、その分掌事務は次に掲げるとおりとする。 

 （１） 総務企画班 

  ア 調査実施の総合企画に関すること。 

  イ 調査事務の進行管理に関すること。 

  ウ 他の地方公共団体との連絡調整に関すること。 

  エ 国勢調査に係る指導員及び調査員（以下「指導員等」という。）の公務災害に関すること。 

  オ 予算及び経理に関すること。 

  カ 広報計画の企画及び実施に関すること。 

 （２） 指導実査班 

  ア 指導員等の指揮監督に関すること。 

  イ 指導員等に対する説明会の実施及び指導員との連絡に関すること。 

  ウ 調査用品の搬入、検収、保管及び搬出に関すること。 

  エ 自治会その他の関係団体との連絡調整に関すること。 

  オ 調査関係書類の審査に関すること。 
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 （職員） 

第６条 事務局に次に掲げる職員を置く。 

 （１） 事務局長 

 （２） 事務局次長 

 （３） 班長 

 （４） 班員 

２ 事務局長は、市民部産業振興課長の職にある者をもって充てる。 

３ 事務局次長は、市民部産業振興課長補佐の職にある者をもって充てる。 

４ 班長及び班員は、市民部産業振興課職員のうちから本部長が任命する。 

 （事務局の職務） 

第７条 事務局長は、本部長の命を受けて事務局の事務を掌理し、事務局次長、班長及び班員を指揮

監督する。 

２ 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

３ 班長及び班員は、事務局長の命を受け、各班の事務を処理する。 

 （委任） 

第８条 この告示に定めるもののほか、実施本部の運営その他必要な事項は、本部長が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成２２年５月１日から施行する。 

 （この告示の失効） 

２ この告示は、平成２３年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

告示第７７号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第３項並びに第１１条の２第１２項及び住民

基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令（昭和６０年自治省令第２

８号）第３条の規定に基づき、次のとおり公表します。 

  平成２２年５月６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

閲覧者氏名（法人の場

合は名称及び代表者又

は管理者名） 

請求事由（利用目的）の

概要 
閲覧年月日 

閲覧した住民の範

囲 

金融広報中央委員会 

（日本銀行内） 

会長 小畑 義治 

家計の金融行動に関する

世論調査 
平成２１年４月１日 南陽町、大字曽大根

奈良県総務部知事公

室 

世論調査の調査対象者を

抽出するため 
平成２１年５月１日 行政区域全域 

内閣府大臣官房政府

広報室 

国民生活に関する世論調

査 
平成２１年５月１１日 

土庫一丁目～三丁

目、今里町 

奈良県くらし創造部 
若者の自立意識に関する

調査 
平成２１年５月２５日 

行政区域内の１５

歳から３４歳まで 

野村総合研究所 

山田 澤明 

日常生活に関するアンケ

ート 
平成２１年６月１５日 

１５歳以上６９歳

未満の３５名 

新聞通信調査会 

長谷川 和明 

メディアに関する全国世

論調査 
平成２１年６月２４日 中今里町 
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ドイツ－日本研究所 

フロリアン・クルマス 

価値観と生活に関する日

独比較調査 
平成２１年７月６日 春日町一丁目 

奈良県福祉部長 
高齢者の生活・介護等に

関する実態調査 
平成２１年７月９日 

行政区域内の４０

歳以上の男女 

奈良県男女共同参画

課 

インタ－ネット上の安全

確保に関する世論調査の

ため 

平成２１年７月２３日 

行政区域内の２０

以上５０歳未満の

女性 

（株）時事通信社 

山田 哲郎 

くらしと環境に関する世

論調査のため 
平成２１年８月１０日 礒野南町、根成柿

日本銀行情報サービ

ス局 

 河野 圭志 

生活意識に関するアンケ

ート調査 
平成２１年８月２５日 

昭和町、大字神楽、

大字曽大根 

神戸税関調査部 
関税法違反嫌疑事件のた

め 
平成２１年８月２６日 礒野新町２番 

内閣府大臣官房政府

広報室 

男女共同参画社会に関す

る世論調査 
平成２１年８月３１日 三和町 

国立大学法人鳥取大

学 

能勢 隆之 

成人の喫煙に関する全国

調査 
平成２１年９月８日 日之出東本町 

内閣府大臣官房政府広

報室 
文化に関する世論調査 平成２1年１０月５日 池尻 

第一生命経済研究所 
今後の生活に関するアン

ケート調査 
平成２１年１１月２日 出 

国土交通省土地・水資源

局 

不動産の取引価格情報の

提供に関する国民の意識

調査 

平成２１年１１月９日 有井 

日本たばこ産業（株） 

仲井 賢治 
全国たばこ喫煙者率調査 平成２１年１２月２４日 東三倉堂町 

大阪商業大学ＪＧＳＳ

研究所 

生活と意識についての国

際比較調査 
平成２２年１月１２日 大字大中 

独立行政法人 労働政

策研究・研修機構 

日本人の就業実態に関す

る総合調査 
平成２２年１月１４日 片塩町 

財団法人 生命保険文

化センター 
生活保障に関する調査 平成２２年１月２５日 東中二丁目 

財団法人 日本宝くじ

協会 
宝くじに関する世論調査 平成２２年２月１８日  

ＮＨＫ放送文化研究所 
全国接触者率調査（テレビ

について） 
平成２２年２月２５日 大字市場 

学校法人 立命館 
現代社会における統制と

連帯に関する調査 
平成２２年３月１日 甘田町 

 

告示第７７－２号 

 住民情報システム等共同化推進協議会設置要綱を次のように定める。 

  平成２２年５月６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   
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   住民情報システム等共同化推進協議会設置要綱 

 （設置） 

第１条 行財政改革及び情報化事業適正化の一環として、住民情報システム、財務会計システムその

他の事務処理システム（以下「住民情報システム等」という。）に係るコストの削減及び適正化を

図ることを目的とし、大和高田市及び奈良県内の市町村（以下「構成団体」という。）が、住民情

報システム等の共同化に向けた協議を行うため、住民情報システム等共同化推進協議会（以下「協

議会」という。）を設置する。 

 （協議会への参加） 

第２条 協議会への参加は、協議会に参加を希望する市町村長が、その旨を記載した書面に記名し、

大和高田市長に提出することにより行うものとする。 

 （組織） 

第３条 協議会は、構成団体の情報管理担当部署の所属長（以下「委員」という。）をもって組織する。 

 （協議事項） 

第４条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。 

 （１） 住民情報システム等の共同化の推進に関する連絡調整に関する事項 

 （２） 住民情報システム等の共同化の運営に関する事項 

 （３） その他住民情報システム等を共同化するために必要な事項 

 （部会） 

第５条 住民情報システム等の共同化について、専門的に調査研究するため、協議会に次に掲げる部

会を置く。 

 （１） 住民基本情報業務部会 

 （２） 税業務部会 

 （３） 保険業務部会 

２ 前項各号に掲げる部会は、構成団体の当該業務を担当する職員のうちから、それぞれ委員が指名

するものをもって充てる。 

３ 部会ごとに部会長を置き、それぞれ部会の委員の互選により選出するものとする。 

４ 第１項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、同項各号に掲げる部会以外の部会を置

くことができる。 

 （運営事務局） 

第６条 協議会の運営事務局は、大和高田市とする。 

２ 運営事務局に事務局長を置き、大和高田市情報管理担当課長をもって充てる。 

 （協議会の会議） 

第７条 協議会の会議は、事務局長がこれを招集し、その議長となる。 

２ 事務局長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者を出席させることができる。 

 （部会の会議） 

第８条 部会の会議は、それぞれの部会長がこれを招集し、その議長となる。 

２ 部会長は、必要があると認めるときは、部会に部会員以外の者を出席させることができる。 

３ 部会長は、部会の会議の内容を運営事務局に報告しなければならない。 

 （補則） 

第９条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、事務局長が協議会の会議

に諮って定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、告示の日から施行する。 

 （部会の招集に関する特例） 
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２ この告示の施行後最初に行われる部会の招集は、第８条第１項の規定にかかわらず、事務局長が

招集する。 

 （有効期限） 

３ この告示は、平成２７年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

告示第７８号 

 大和高田市既存木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成２２年５月１１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市既存木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱の一部を改正する告示 

 大和高田市既存木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱（平成２１年告示第７４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第５条第２項第１号の表を次のように改める。 

補助対象経費 基準額 

５００，０００円以上８７０，０００円以下 ２００，０００円

８７０，００１円以上 左欄の経費に１００分の２３を乗じて

得た額（１，０００円未満の端数は切

捨て）。ただし、５００，０００円を

限度とする。 

   附 則 

 この告示は、告示の日から施行する。 

 

告示第７９号 

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第１０条第３項の規定によ

り利用者又は所有者からの引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、大和高田市自転車等

の安全利用に関する条例施行規則（平成５年規則第３３号）第５条の規定により告示します。 

  平成２２年５月１７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．処分の根拠 

  移動日から６０日経過したにもかかわらず、引取りがないため 

２．処分対象自転車等の保管場所 

  大和高田市曽大根 

  大和高田市高架下自転車保管所 

３．処分年月日 

  平成２２年５月３１日 

４．処分対象自転車等の移動年月日 

  平成２２年２月１日、同月４日、同月９日、同月１５日、同月１７日、同月２３日、同月２５日 

 

告示第８０号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、平成２２年５月３１日付

けで専決処分した予算の要領は次のとおりです。 

  平成２２年５月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 平成２２年度大和高田市一般会計補正予算（第１号） 

２ 平成２２年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 
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３ 平成２２年度大和高田市住宅新築資金等貸付金特別会計補正予算（第１号） 

４ 平成２２年度大和高田市老人保健医療事業特別会計補正予算（第１号） 

５ 平成２２年度大和高田市駐車場事業特別会計補正予算（第１号） 

平成２２年度大和高田市一般会計補正予算（第１号）専決処分 

平成２２年度大和高田市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５５０，５５０千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ２２，３００，５５０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

平成２２年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）専決処分 

平成２２年度大和高田市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２５０，８１２千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ８，２１２，８１２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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平成２２年度大和高田市住宅新築資金等貸付金特別会計補正予算（第１号）専決処分 

平成２２年度大和高田市の住宅新築資金等貸付金特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２２７，８３５千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ２９５，０３５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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平成２２年度大和高田市老人保健医療事業特別会計補正予算（第１号）専決処分 

平成２２年度大和高田市の老人保健医療事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，２０８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ２３，００８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

平成２２年度大和高田市駐車場事業特別会計補正予算（第１号）専決処分 

平成２２年度大和高田市の駐車場事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 
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（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２１５，７７６千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ２５８，６７６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

告示第８１号 

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第９条の規定により自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第１０条第

１項の規定により告示します。 

  平成２２年５月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．移動理由 

自転車等放置禁止区域内に放置されていたため 

２．移動年月日 

平成２２年５月１０日、同月１２日、同月１８日、同月２０日、同月２５日、同月２７日、同月

３１日 

３．移動対象区域 

  近鉄松塚駅・近鉄築山駅・近鉄大和高田駅・近鉄高田市駅・ＪＲ高田駅・近鉄浮孔駅周辺自転車

等放置禁止区域 

４．保管場所 

  大和高田市曽大根 

  大和高田市高架下自転車保管所 

５．引取期間 

  移動日から６０日間。ただし、祝日は除く。 
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６．引取時間 

  午前９時～正午・午後１時～午後５時 

ただし、土曜日・日曜日は午前９時～正午 

７．引取りのための必要事項 

（１） 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証

等）をお持ちください。 

（２） 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。 

  ア．移動費 ２，０００円 

  イ．保管費 １，０００円（ただし、移動日から１４日以内は無料） 

８．連絡先 

  大和高田市役所 生活安全課  電話０７４５－２２－１１０１代表 

 

 

 

公告第４５号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

  平成２２年５月７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 高田こども園新築に伴う園庭整備工事 

２ 工事場所 大和高田市内本町地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２２年６月３０日（水）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の建築工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）平成２１年度大和高田市格付け等級がＢ又はＣであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（３）受付期間   平成２２年５月７日（金）から平成２２年５月１１日（火）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（４）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

公 告
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（５）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２２年５月１１日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間   平成２２年５月７日（金）から平成２２年５月１４日（金）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧等の場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣）

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２２年５月７日（金）から平成２２年５月１４日（金）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後４時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２２年５月１４日（金）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２２年５月２０日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。

１２ 入札保

証金 

免除します。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２２年５月２１日（金）午前１０時００分から 

（２）場所   大和高田市役所 別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格のないもののした入札 

１５ 落札者 落札者は、この公告に示した工事を履行できると大和高田市長が判断した入札者
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の決定 であって、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者と

します。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限価格 

￥８，０９０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

 

 

教育委員会告示第１２号 

 大和高田市教育委員会６月定例委員会を下記のとおり招集する。 

  平成２２年６月１日 

大和高田市教育委員会 

委員長 松 村 宗 昭   

記 

 日 時  平成２２年６月８日（火）午後２時００分 

 場 所  さざんかホール ４階 会議室 

 議 案  第１号 大和高田市立高田商業高等学校の授業料の特例に関する条例（案）について 

第２号 後援願いについて 

第３号 その他 

 

 

 

選挙管理委員会告示第１０号 

 大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  平成２２年５月７日 

大和高田市選挙管理委員会 

 委員長 西 清 一   

１ 日 時  平成２２年５月１４日（金）午前９時００分 

２ 場 所  大和高田市大字大中１００番地の１ 

       大和高田市役所 ３階 東会議室 

３ 議 案  第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消について 

       第２号 その他 

 

選挙管理委員会告示第１１号 

 大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  平成２２年５月２７日 

大和高田市選挙管理委員会 

教育委員会 

選挙管理委員会
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 委員長 西 清 一   

１ 日 時  平成２２年６月２日（水）午前９時００分 

２ 場 所  大和高田市大字大中１００番地の１ 

       大和高田市役所 ３階 東会議室 

３ 議 案  第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消について 

       第２号 選挙人名簿の定時登録について 

       第３号 参議院議員通常選挙について 

        第４号 その他 

 

選挙管理委員会告示第１２号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２３条第１項及び第３０条の７第１項の規定により、

平成２２年６月３日から平成２２年６月７日までの間、縦覧に供する選挙人名簿に登録した者の氏名

及び住所等を記載した書面並びに在外人名簿に登録した者の氏名及び経由領事官の名称等を記載した

書面の縦覧場所は、次のとおりである。 

  平成２２年５月２７日 

大和高田市選挙管理委員会 

 委員長 西 清 一   

 縦覧場所 大和高田市大字大中１００番地の１ 

      大和高田市役所 ３階 選挙管理委員会事務室 

 

 

 

農業委員会告示第６号 

 大和高田市農業委員会６月定例委員会を次のとおり招集する。 

  平成２２年５月２６日 

大和高田市農業委員会 

会長 水 井 豊   

日 時  平成２２年６月８日（火）午後３時００分 

場 所  大和高田市役所 ３階 東会議室 

  議 案  第１号 農地法第３条第１項について申請の件（委員会許可） 

       第２号 農地法第３条第１項について申請の件（知事許可） 

       第３号 農地法第１８条第６項について通知の件 

       第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画に

ついて 

       第５号 「農業経営基盤強化促進基本構想」に関する見直しについて 

       第６号 その他 

 

 

 

水道事業告示第４号 

大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者規程（平成１０年企業管理規程第２号）第５条の規定

により、次の者を大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者に指定したので、同規程第１０条第１

号の規定により告示する。 

  平成２２年６月１日 

大和高田市水道事業管理者       

農業委員会

公営企業
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大和高田市長 吉 田 誠 克   

業者名        代表者名  所在地 

 大協設備工業所    鵜飼嘉輝  奈良県香芝市北今市４丁目２４３番地 

 

 

 


